


はじめに

急に学校の部活動がなくなる

わけではありません

・子どもたちの活動機会を守るための取組です

・まずは休日の活動から段階的に進めます

・大会や活動の区切りに配慮して進めます
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学校部活動（学校教育活動）

↓

地域クラブ活動（社会教育活動）

学校と地域が連携し、活動機会を確保する取組
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全国的な課題として進められている取組です



国（スポーツ庁・文化庁）
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全国的に進められています



令和10年度中に

休日（土日）の学校での部活動は行わない

地域クラブの活動へ移行
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令和8年度中：試行開始（準備の整ったクラブから）

令和9年度中：試行継続（クラブ数を増加）

令和10年度中：完全移行

※「年度中」とは、中総体終了後に移行を予定しているため
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令和８年度（試行開始）

⇒ 令和８年10月を目標に準備の整った学校部活動

の種目について、休日の地域展開を試行として

開始
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スポーツ団体（サッカー、陸上、柔道など）

文化団体等（合唱、吹奏楽、ボランティアなど）

その他協力団体（町内企業、高校、大学など）

※町は、受け皿となりうる団体を募集し認定
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Q1 必ず参加しなければいけませんか。
また、参加する場合、学校の部活動と同じ
種目に参加しなければいけませんか。

↓

地域クラブ活動の参加は、任意となります。
また、学校の部活動と同じ種目に参加しなく
ても問題ありません。平日は学校で文化部、
休日は地域クラブで運動種目、などという選
択もできます。
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Q2 参加には自己負担が必要ですか。

↓

地域クラブによって様々ですが、持続可能な
運営には必要となる場合もあります。
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Q3 平日の学校部活動は将来的にどうなりますか。

↓

国では、改革「実行」期間の後期（令和11〜13年
度）に段階的に平日も地域クラブ活動への移行を
目指すとされております。前期の休日の活動状況
を踏まえ、平日の課題を解決しつつ推進するとさ
れています。
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子どもたちの活動機会を守る取組です
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今後も丁寧に説明を行いながら進めてまいります。

ご理解とご協力をお願いいたします。



お問い合わせ:

大和町教育委員会生涯学習課

syakyo@town.taiwa.miyagi.jp

022-345-7508


